
和 歌 山 県 教 職 員 住 宅 緊 急 小 修 繕 に 係 る 業 者 登 録 基 準  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、 和 歌 山 県 教 育 庁 教 育 総 務 局 総 務 課 福 利 厚 生 室 （ 以 下 「 福 利 厚 生 室 」 と い  

う 。） が 所 管 す る 教 職 員 住 宅 に つ い て 、 緊 急 を 要 す る 小 修 繕 （ 修 繕 金 額 が ５ ０ 万 円 （ 消 費 税  

及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 含 む 。） 以 下 で 緊 急 性 の あ る 修 繕 ） の 発 注 に 係 る 業 者 登 録 に 必 要 な 基  

準 、 登 録 申 請 の 時 期 及 び 方 法 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

  （ 登 録 業 種 ）  

第 ２ 条  登 録 業 種 は 、 次 の と お り と す る 。  

 （ １ ） 建 築 工 事  

 （ ２ ） 電 気 工 事  

 （ ３ ） 管 工 事  

 

 （ 登 録 基 準 ）  

第 ３ 条  登 録 す る こ と が で き る 者 は 、 次 に 掲 げる すべ て の 要 件 を 満 た して い る こ と 。  

  (１ ) 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い 者  

  (２ ) 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 ２ 項 に よ り 、 競 争 入 札 に 参 加 す る こ と を 停 止 さ  

れ た 期 間 が 経 過 し た 者  

  (３ ） 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り 、 登 録 を 取 り 消 さ れ た 者 で 、 当 該 取 り 消 さ れ た 日 か ら ２ 年 を  

経 過 し た 者  

  (４ ) 和 歌 山 県 の 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 に お い て 、 建 築 、 電 気 、 又 は 管 の 業 種 の 認 定 を 受  

け て い る 者  

  (５ ) 和 歌 山 県 内 に 本 店 を 有 す る 者   

 （ ６ ） 夜 間 ・ 休 日 を 問 わ ず、 ２ ４ 時 間 修 繕 対 応 が 可 能 で あ る 者  

 （ ７ ） 過 去 ５ 年 間 に お い て 、 住 宅 （ 職 員 住 宅 、 公 営 住 宅 又 は 民 間 集 合 住 宅 ） の 修 繕 実 績 が  

あ る 者  

 （ ８ ） 自 己 又 は 自 社 の 役 員 又 は そ の 支 店 若 し く は 営 業 所 等 の 代 表 者 、 そ の 他 実 質 的 に 関 与  

して い る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し な い 者  

     ア   和 歌 山 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 和 歌 山 県 条 例 第 ２ ３ 号 。 以 下 「 暴 力 団 排 除  

条 例 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 暴 力 団  

員 等 」 と い う 。） で あ る と 認 め ら れ る 者  



     イ   暴 力 団 （ 暴 力 団 排 除 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の 項 に お  

い て 同 じ 。） 又 は 暴 力 団 員 等 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る と 認 め ら れ る 者  

     ウ  自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 に 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え る 目       

的 を も って 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 を 利 用 す る な ど して い る と 認 め ら れ る 者  

      エ   暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 等 に 対 して 資 金 等 を 提 供 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直          

接 的 若 し く は 積 極 的 に 暴 力 団 の 活 動 、 維 持 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与 して い る と          

認 め ら れ る 者  

      オ   暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 して い る と 認 め ら れ る  

    者  

      カ   暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 で あ る こ と を 知 り な が ら 不 当 に 利 用 な ど して い る と 認 め ら  

れ る 者  

 

 （ 登 録 審 査 ）  

第 ４ 条   前 条 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 登 録 申 請 者 」 と い う 。） は 、 緊 急 小 修 繕 登 録  

申 請 書 （ 以 下 「 登 録 申 請 書 」 と い う 。）（ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げる 書 類 を 添 付 して 知

事 に 申 請 す る も の と す る 。 た だ し 、 知 事 が 特 に 認 め る 場 合 は 、 そ の 一 部 の 添 付 を  免 除 す る  

こ と が で き る 。  

 （ １ ）  経 営 状 況 等 に 関 す る 次 に 掲 げる 調 書  

     ア  経 営 状 況 及 び 契 約 履 行 状 況 調 書 （ 別 記 第 ２ 号 の １ 様 式 ）  

   イ  工 事 履 歴 書 （ 別 記 第 ２ 号 の ２ 様 式 ）  

 （ ２ ）  連 絡 体 制 表 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）  

 （ ３ ）  誓 約 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）  

 （ ４ ）  登 録 申 請 者 が 代 理 人 を 選 任 し た 場 合 に あ って は 、 そ の 委 任 状 (別 記 第 ５ 号 様 式 ) 

 （ ５ ）  緊 急 小 修 繕 の 登 録 希 望 業 種 に 係 る 和 歌 山 県 県 土 整 備 部 か ら 通 知 さ れ た 「 入 札 参 加 資  

格 認 定 通 知 書 」 の 写 し   

 （ ６ ）  所 在 地 見 取 図 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ）  

 （ ７ ）  前 各 号 に 掲 げる も の の ほ か 、 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

 （ 登 録 申 請 書 の 提 出 先 及 び 提 出 時 期 ）  

第 ５ 条   登 録 申 請 者 は 、 登 録 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類 を 、 別 に 定 め る 期 日 ま で に 福 利 厚 生 室  

ま で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 



 （ 申 請 書 類 の 作 成 に 用 い る 言 語 等 ）  

第 ６ 条  登 録 申 請 者 が 、 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類 （ こ の 条 に お い て 「 申 請 書 類 」 と い う 。） の  

作 成 の 際 に 用 い る 言 語 及 び 通 貨 に つ い て は 、 次 に 掲 げる と お り と す る 。  

（ １ ） 申 請 書 類 に 用 い る 言 語 は 、 原 則 と して 、 日 本 語 と す る こ と 。  

（ ２ ） 申 請 書 類 の う ち 、 外 国 語 で 記 載 し た も の は 、 日 本 語 の 訳 文 を 付 記 し 、 又 は 添 付 す る こ  

と 。  

（ ３ ） 申 請 書 類 の 金 額 欄 に つ い て は 、 外 国 の 通 貨 単 位 に よ ら ず、 出 納 官 吏 事 務 規 程 （ 昭 和  

２ ２ 年 大 蔵 省 令 第 ９ ５ 号 ） 第 １ ６ 条 に 規 定 す る 外 国 貨 幣 換 算 率 に よ り 日 本 国 通 貨 に 換 算  

して 記 載 す る こ と 。  

 

 （ 登 録 に お け る 審 査 項 目 ）  

第 ７ 条   知 事 は 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 登 録 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類 が 提 出 さ れ た と き は 、 次  

の 各 号 に 掲 げる 項 目 に つ い て 登 録 審 査 を 行 う も の と す る 。  

 （ １ ） 経 営 状 況 に 関 す る 事 項  

   ア  審 査 基 準 日 （ 登 録 申 請 書 の 提 出 日 が 属 す る 年 度 の ３ 月 １ 日 を い う 。 以 下 同 じ 。） に お  

け る 営 業 年 数  

   イ   審 査 基 準 日 に お い て 従 事 す る 従 業 員 の 数  

   ウ   審 査 基 準 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 直 前 の 事 業 年 度 の 決 算 に お け る 自 己 資 本 金 額    

   エ  登 録 を 希 望 す る 業 種 別 に 審 査 基 準 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 直 前 の 事 業 年 度 の 年 間 完 成     

工 事 高  

 （ ２ ） 契 約 の 履 行 実 績 に 関 す る 事 項  

審 査 基 準 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 直 前 ５ 年 の 事 業 年 度 に お け る 「 官 公 庁 又 は 民 間 の 住  

宅 」（ 職 員 住 宅 、 公 営 住 宅 又 は 民 間 集 合 住 宅 ） の 工 事 に 係 る 契 約 履 行 実 績  

 

 （ 登 録 業 者 の 決 定 等 ）  

第 ８ 条   知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 登 録 審 査 の 結 果 、 登 録 申 請 者 が 登 録 基 準 を 満 た す と 認 め  

た と き は 、 そ の 氏 名 又 は 名 称 そ の 他 必 要 な 事 項 を 緊 急 小 修 繕 登 録 業 者 名 簿 に 登 載 す る と と  

も に 、 当 該 申 請 者 に 対 し 、 緊 急 小 修 繕 登 録 結 果 通 知 書 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 （ そ の １ ）） に よ  

り 、 そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

２  前 条 の 規 定 に よ る 登 録 審 査 の 結 果 、 知 事 が 登 録 基 準 を 満 た さ な い と 認 め た と き は 、 当 該   

申 請 者 に 対 し 、 緊 急 小 修 繕 登 録 結 果 通 知 書 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 （ そ の ２ ）） に よ り 、 そ の 旨 を  

通 知 す る も の と す る 。  



 （ 登 録 の 有 効 期 間 ）  

第 ９ 条   登 録 の 有 効 期 間 は 、 登 録 し た 年 の ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の １ 年 間 と す   

る 。  

 

 （ 登 録 の 取 消 ）  

第 10 条   知 事 は 、 登 録 業 者 が 次 に 掲 げる 事 由 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 登 録 を 取   

り 消 す こ と が で き る 。  

  (１ ) 営 業 に 関 し 必 要 と さ れ る 許 可 、 認 可 等 を 失 っ た と き 。  

  (２ ) 登 録 申 請 書 又 は そ の 添 付 書 類 に 故 意 に 虚 偽 の 事 項 を 記 載 し た と き 。  

  (３ ) 経 済 的 信 用 を 著 し く 欠 く と 認 め ら れ る と き 。  

 （ ４ ）  夜 間 ・ 休 日 を 問 わ ず ２ ４ 時 間 対 応 が で き な く な っ た と き 。  

２   知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 し た と き は 、 そ の 旨 を 速 や か に 当 該 登 録 業 者   

に 通 知 す る も の と す る 。  

 

 （ 変 更 届 ）  

第 11 条   登 録 業 者 は 、 そ の 登 録 の 有 効 期 間 中 に 、 次 に 掲 げる 事 項 に つ い て 変 更 が あ っ た と   

き は 、 そ の 都 度 直 ち に 緊 急 小 修 繕 登 録 事 項 変 更 届 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に 当 該 事 実 を 証 す   

る 書 類 を 添 付 して 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

   (１ ) 営 業 を 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た と き 。  

   (２ ) 営 業 規 模 を 著 し く 変 更 し た と き 。  

   (３ ) 商 号 又 は 名 称 を 変 更 し た と き 。  

   (４ ) 本 店 又 は 営 業 所 等 の 所 在 地 を 変 更 し た と き 。  

   (５ ) 登 録 申 請 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ って は 、 代 表 者 の 氏 名 ） を 変 更 し た と き 。  

   (６ ) 代 理 人 を 変 更 し た と き 。  

   (７ ) 使 用 印 鑑 を 変 更 し た と き 。  

   (８ ) そ の 他 登 録 内 容 に 変 更 の あ っ た と き 。  

 

 （ 変 更 に 係 る 審 査 等 ）  

第 12 条  知 事 は 、 前 条 の 届 出 が あ っ た と き は 、 速 や か に 当 該 届 出 事 項 に つ い て 審 査 す る も の  

と す る 。  

２  知 事 は 、 前 項 の 審 査 の 結 果 、 当 該 審 査 に 係 る 登 録 申 請 者 の 登 録 内 容 を 変 更 す る 必 要 が あ  

る と 認 め た と き は 、 そ の 登 録 申 請 者 の 登 録 内 容 を 変 更 す る と と も に 、 緊 急 小 修 繕 登 録 業 者  



名 簿 の 登 載 内 容 を 変 更 し 、 登 録 基 準 を 満 た さ な い と 認 め た と き は 、 そ の 登 録 を 取 り 消 す と  

と も に 緊 急 小 修 繕 登 録 業 者 名 簿 か ら そ の 登 載 を 抹 消 す る も の と す る 。  

３   知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 業 者 の 登 録 内 容 を 変 更 し 、 又 は 登 録 を 取 り 消 し た と き  

は 、 そ の 旨 を 速 や か に 当 該 登 録 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

 （ 登 録 の 承 継 ）  

第 13 条  登 録 業 者 か ら 営 業 を 承 継 し 、 そ の 営 業 と 同 一 性 を 失 わ な い 営 業 を 引 き 続 き 行 お う と  

す る 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き は 、 そ の 承 継 す る 営 業 に 対 応 す る

登 録 を 承 継 す る こ と が で き る 。  

  （ １ ） 個 人 事 業 主 が 死 亡 し た 場 合 に お け る そ の 相 続 人  

  （ ２ ） 個 人 事 業 主 が 老 齢 、 疾 病 等 に よ り 営 業 に 従 事 す る こ と が で き な く な っ た 場 合 に     

お け る そ の ２ 親 等 内 の 血 族 、 配 偶 者 又 は 生 計 を 一 に す る 同 居 の 親 族  

  （ ３ ） 個 人 事 業 主 が そ の 事 業 に 関 し 法 人 を 設 立 し た 場 合 に お け る そ の 法 人  

  （ ４ ） 法 人 が 合 併 し た 場 合 に お け る 合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は 合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法 人  

  （ ５ ） そ の 他 知 事 が こ れ ら に 類 す る と 認 め る 者  

２  前 項 の 規 定 に 基 づ き 登 録 を 承 継 し よ う と す る 者 は 、 緊 急 小 修 繕 登 録 承 継 申 請 書 （ 別 記  

第 ９ 号 様 式 ） に 当 該 承 継 の 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 付 して 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

 （ 参 加 の 停 止 ）  

第 14 条   知 事 は 、「 和 歌 山 県 建 設 工 事 等 契 約 に 係 る 入 札 参 加 資 格 停 止 等 措 置 要 綱 」 に 基 づ  

き 、 緊 急 小 修 繕 登 録 業 者 に 対 して 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 が 取 ら れ た と き は 、 当 該 登 録 に つ  

い て も 同 様 の 措 置 を と る も の と す る 。  

２  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ ら ず、 次 に 掲 げる 事 由 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、「 和 歌 山   

県 建 設 工 事 等 契 約 に 係 る 入 札 参 加 資 格 停 止 等 措 置 要 綱 」 に 基 づ く 期 間 で 参 加 の 停 止 を 行 う   

も の と す る 。  

  （ １ ） 緊 急 小 修 繕 の 実 施 に 当 た り 、 過 失 に よ り 修 繕 工 事 を 粗 雑 に し た と 認 め ら れ る と き 。  

  （ ２ ） 緊 急 小 修 繕 の 実 施 に 当 た り 、 契 約 に 違 反 す る な ど、 修 繕 工 事 の 相 手 方 と して 不 適 当  

で あ る と 認 め ら れ る と き 。  

  （ ３ ） 安 全 管 理 の 措 置 が 不 適 切 で あ っ た た め 、 公 衆 に 死 亡 者 若 し く は 負 傷 者 （ 治 療 ３ ０ 日  

を 超 え る 傷 病 を い う 。） を 生 じ さ せ 、 又 は 損 害 （ 軽 微 な も の を 除 く 。） を 与 え た と 認 め  

ら れ る と き 。  

   



（ ４ ） 安 全 管 理 の 措 置 が 不 適 切 で あ っ た た め 、 工 事 関 係 者 に 死 亡 者 又 は 負 傷 者 （ 治 療 30 日 を    

超 え る 傷 病 を い う 。） を 生 じ さ せ た と 認 め ら れ る と き 。  

３   知 事 は 、 前 ２ 項 の 場 合 に お い て 当 該 登 録 業 者 に そ の 旨 通 知 す る も の と す る 。  

 


